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我々税理士は､税法・民法等の法令により税務処理、税務申告・税務

相談を執り行っています。税法における法令とは、法人税法・所得税

法、施行令・施行規則などであり、税務申告に際してはその法令に準

拠します。また、税務調査においては、それらの法令・通達により税

務判断がなされます｡ 

基本通達・個別通達は行政サイドのルールですから、あくまでも法

令に準拠しますが、現状の事象によっては通達にそぐわないことがあ

り、地裁・高裁・最高裁の判例(納税者側の勝訴)により、通達が改訂・

追加されます。 

本冊子では、税務判断する際にあくまでも法令を基本にしています。

法令をベースにして各税務事案には税務通達を斟酌して解説し、我々

税理士事務所が中小企業経営者に対して適切な助言をすることを基本

とした冊子となります。 

冊子の内容は、法人税、消費税、源泉所得税などの法人税関連の疑

問、税務調査の現場、電話等による問い合わせを筆者が実際経験した

ものなどを含めて、まとめたものです。税理士が認識する税法等の法

令と、税務当局の税務調査の臨場での通達の判断との齟齬を、体験に

基づいて過去の事例をもとに記述していきます。 

本書が、実務家の皆様にとってはよくある相談事例における誤りや

すい実務の確認や気づきとして、また会社経営者・経理担当者の皆様

にとっては、事例を把握しておくことでトラブルの事前回避や、正し

い会社経営の一助となれば幸いです。 

 

税理士 延時 隆 

 

本冊子は、令和８年４月１日現在の法令に基づいています。 

 
 

はしがき 
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１．役員に対する給与  

＜役員に対する経済的利益＞ 

 

 

 

 

 

 

(参考法令等) 法法34④、法基通9-2-9 

 

〇役員に対する経済的利益 

経済的な利益とは、例えば次に掲げるもののように、法人の行為に

よって実質的にその役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効

果をもたらすものをいいます。 

① 役員等に対して資産を贈与した場合におけるその資産の時価 

② 役員等に対して資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲

渡価額との差額 

③ 役員等から資産を時価より高額で買い入れた場合における買入れ価額

と時価との差額 

④ 役員等に対して有する債権を放棄しまたは免除した場合におけるその

債権の額 

⑤ 役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその債務の額 

⑥ 役員等に対して居住用土地または家屋を無償または低額で提供した場

合における通常取得すべき賃貸料の額と実際に徴収した賃貸料の額と

の差額 

⑦ 役員等に対して無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における

通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の

額との差額 

  

Ⅰ 役員給与・退職金 

 債務の免除による利益や資産の贈与、低額での譲渡などの経
済的利益の供与は、役員等に対して給与を支給したのと同様の
経済的効果を有するため、原則として給与とされます。 

A 
 

役員給与について、金銭以外で役員給与の対象となるものが

あると聞きましたが、どの様なものが対象となるのでしょうか。 
Q 
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１．不動産の賃貸借 
＜会社と役員との土地・家屋等の賃貸借＞ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

①通常の賃貸料の計算(小規模住宅でない場合)  

その年度の家屋の固定 

資産税の課税標準額 
×12％※ ＋ 

その年度の敷地の固定 

資産税の課税標準額 
×６％ × 

１ 

12 

※木造家屋以外の家屋については10％ 

(設例１)役員社宅 

その年度の家屋の固定資産税 
の課税標準額 

その年度の敷地の固定資産税 
の課税標準額 

6,170,000円 1,954,000円 

〇自社所有の社宅 (所基通36-40) 

6,170,000×12％ ＋ 1,954,000×６％ × 
1 

＝ 71,470 
12 

740,400 
 

117,240 
  

月額家賃 

 

Ⅱ 会社・役員間取引 

 

 
 

会社が役員に土地建物を貸す場合、次の｢通常の賃貸料｣を家
賃として収受していれば問題ありません。 
土地・建物の面積と固定資産税課税標準額をもって算出します。 
ただし、床面積や取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等

から、いわゆる豪華社宅とされる場合は、次の算式の適用はなく、
通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。 

会社が第三者から借り受けた土地・建物を役員に転貸借(又貸し)し

ている場合、その賃借料の50％か、上記の賃貸料のいずれか高い金

額を賃貸料の金額とします。 

A 
 

当社が所有する土地・家屋を、当社の役員に社宅として貸すこ

とになりましたが、家賃をいくらにしたら良いかの目安や注意

する点などがあれば教えてください。 

Q 
 

借り上げ社宅 
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１．収益の計上時期(出荷､納品､検収の各基準)、引渡しの認識 
＜収益の計上時期＞ 

 

  

 

 
 

売上は、原則、引渡しが完了した時点で計上します。そのため、決

算月には、直前月の締め日から翌月の締め日までの納品のうち、決算

日までに完了した納品分を売上として計上する必要があります。 

税務調査では、売上を意図的にずらして利益を操作する行為がない

か、決算日前後の納品等が必ず調査されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば､３月31日決算の法人が、売上計上を毎月20日締めとしている

場合､３月21日から決算３月末日までの11日間に取引先に納品したも

のは､｢帳端｣として、売掛金の計上をしなければなりません。 

(参考法令等) 法法22の2①、法基通2-1-1、2-1-2 

 

Ⅳ 売上・外注費等の計上時期と雑収入 

 

質問の場合、3月31日までに引き渡しが完了している分を、売
上として計上する必要があります。 

A 
 

当社は、商品等の売上を毎月20日締め日で計上していますが、

決算日である３月31日の直前に多額の売上があった場合、翌月

の締め日で取引先に請求することになりますが、どのように処

理したら良いでしょうか。 

Q 
 

法人税法上、資産の販売等の収益(益金)の計上時期は、目的物の

引渡し又は役務の提供の日が原則です。相手方に引渡したことで、売

上・収益が成立します。 

引渡しには次の基準があります。会社にとって、その中で合理的な基

準を選択できますが、毎期継続して売上計上をしなければなりません。 

①出荷基準(納品基準) ②検収基準 

③使用収益開始基準 ④検針日 

 

決算時の計上(帳端(ちょうは)、毎期継続適用) 



 
 
 

‐52‐ 

１．外国人の雇用 
＜外国人労働者の給与等＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇源泉所得税に関する留意点 

①勤務状況(主たる給与か、従たる給与かの確認が必要(専属か掛け持ちか)) 

主たる給与で年末調整して、他の給与を含めて所得税の確定申告をす

る必要があります。 

②居住者・非居住者の主な違い 

居住者 国内に｢住所｣を有し、引き続き１年以上｢居所｣を有する個人(住民

票または、１年以上居住確認のため在留カードの在留有効期限を

確認) 

給与所得の源泉徴収税額表により源泉所得税を徴収し、年末調整により年税

額の精算 

 

非居住者 ｢居住者｣以外の個人 

人的役務の提供事業の対価として20.42％の税率を乗じて算出 

※源泉徴収税額の税率が高くなります。 

(参考法令等) 所法2①三、所令14①一、所基通3-3 

Ⅵ 給与・外注費・生命保険等 

 
外国人労働者であっても､給与の支払いをする際には､原則とし

てその給与から所得税等の額を差し引きます(源泉徴収します)｡ 
この源泉徴収する所得税等の額は、｢居住者｣に該当するか、又

は｢非居住者｣に該当するかにより異なることになります。 
 また、非居住者である親族について扶養控除等の控除の適用を
受ける場合には、所定の書類を提出する必要があります(次頁 ③
確認書類 参照)。 

A 
 

当社は、介護事業の人材確保のため、東南アジアからの外国人

を雇用・採用しています。 

源泉所得税等の注意点を教えてください。 

Q 
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１．消費税 
＜輸出免税＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅶ 消費税・インボイス制度 

 

輸出免税に係る消費税の還付申告において、実際の取引を装
うなど虚偽の内容で申告書を提出し、消費税の還付を不正に受
けようとした事例が税務調査で発覚し、新聞紙上でも頻繁に報
じられています。 
国税局が各種情報を基に必要と判断した場合、還付金の支払

いが一時保留され、還付申告の内容を確認するために行政指導
において証拠書類の提出を求められたり、税務調査が実施され
たりすることがあります。 

A 
 

当社は日本国内の中古車販売会社やオークションで中古車を

落札・買入れ(仕入れ)して、海外の中古車販売業者に向けて輸出

販売しています。消費税の輸出免税を利用して還付申告する際

の注意点を教えてください。 

Q 
 

著者の顧問先である中古車販売会社(外国人の代表者)の消費税

の還付申告に対して税務署から各種資料確認の連絡があり、さらに税

務調査に及んだため、税務上の次の各種の疎明資料を提示することで

還付請求が完了しました。 

①輸出許可通知書(税関での証明書：貿易書類上でのインボイス) 

②国内での車両に係る仕入納品書・請求書(インボイス番号の確認) 

③輸出車両の車両番号リスト 

④車両解体した際の部分品・パーツ価格(船舶コンテナにパーツ積載
での輸出がある場合) 

⑤金融機関発行の「外国送金・本支店間外貨送金計算書(被仕向送金)」 

 

輸出免税の証拠書類(例) 
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１．中小企業向け措置の中小企業者に該当するかの判定 

＜措置法上の中小企業者＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前

３年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超え

る法人等)に該当するものは対象から除かれます。 

〇大規模法人 

次の①～④までに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を

除きます。 

Ⅹ 租税特別措置法 

①資本金の額または出資金の額が１億円を超える法人 

②資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000

人を超える法人 

③大法人(次のⅰからⅲまでに掲げる法人をいいます。)との間にその大法

人による完全支配関係がある普通法人 

 

中小企業向けの租税特別措置の中小企業者に該当するかどう
かは、事業年度末において次の①および②に該当する法人とな
ります。 

①資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人のうち、次のⅰ～
ⅱ以外の法人 
ⅰ その発行済株式または出資の総数または総額の２分の１以上
を同一の大規模法人※に所有されている法人 

ⅱ その発行済株式または出資の総数または総額の３分の２以上
を複数の大規模法人に所有されている法人 

 

②資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が
1,000人以下の法人 

 

A 
 

中小企業向けの租税特別措置の中小企業者に該当するかどう

かは、どのように判定すれば良いでしょうか。 

Q 
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